
乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について 

１．基本指針の改正に伴う環境整備について  

 （１）環境整備の理由及び方向性 

  令和７年９月 16 日、乳児等のための支援給付の創設に伴い、基本指針「教育・保育及び

地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域

子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基

本的な指針」が改正され、こども計画に必須事項が記載されていることが必要となった。 

「延岡市こども計画」においては、下記のとおり反映していることから、変更なしとし

たい。 

（２）記載事項 

   （必須事項①） 

乳児等通園支援の量の見込みと提供体制の確保の内容及びその実施時期を位置づけ

ること。 

   （延岡市こども計画への反映）  

P139 第５章－３「量の見込みと確保方策」－（２）⑱「【新規】乳児等通園支援事業」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（必須事項②） 

乳児等のための支援給付に係る教育・保育等（教育・保育又は乳児等通園支援をいう）

を一体的に提供する体制に関する事項を位置づけること。 

（延岡市こども計画への反映）  

P90-91 第４章－基本目標４「子育て・教育のあふれる「笑顔づくり」」－（１）「質

の高い幼児教育・保育サービスの提供」） 

   【記載事項】 

    ・職員の配置基準の見直しや乳児等通園支援事業などの国の新たな制度導入を見据え

た特定教育・保育施設の体制整備を促進します。 

       ・保育所・認定こども園は、幼児教育・保育のサービスを受けていないこどもを受入

れる「乳児等通園支援事業」の提供体制を整備・推進します。 
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２．乳児等通園支援事業の「認可」及び「確認」について 

（１）趣旨 

 令和８年４月以降、公立施設以外の社会福祉法人等が乳児等通園支援事業を実施する場

合、児童福祉法に基づく「市の認可」と、子ども・子育て支援法に基づく「市の確認」の両

方が必要となり、公立施設の場合は、子ども・子育て支援法に基づく「市の確認」のみ必要

となる。 

 今回、児童福祉法第 34 条の 15第４項及び子ども・子育て支援法第 54 条の２第３項に基

づき、子ども・子育て会議において意見聴取が必要となり、別紙１の令和８年度実施予定

施設について確認をお願いするもの。 

 

 （２）参考 

〈市内事業者の認可・確認〉 

 

 

 

 

 

＜児童福祉法第 34 条の 15 第２項＞ 

国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を

得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 

＜子ども・子育て支援法第 54 条の２第１項＞ 

乳児等通園支援を行う者は、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の市町村

長の確認を受けることができる。 

＜児童福祉法第 34 条の 15 第４項＞ 

市町村長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童

福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保

護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

＜子ども・子育て支援法第 54 条の２第３項＞ 

市町村長は、乳児等通園支援事業所の利用定員を定めようとするときは、審議会その他の

合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子ども

の保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 
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